
８． 科目履修方法・単位認定等について

授業と時間割について

「１－３ 小樽商科大学の教育課程（カリキュラム）」に基づき毎年開講する授業科目

が決定されています。授業の期間は年間正味 30 週を目標としているので、休講（担当教

員の公務又は学会のための出張もしくは大学の行事等によるもの）に対する補講、定期試

験等の時間を考慮して、年間 35 週程度置かれています。

時間割は、毎年授業開始時に発表しており、基礎科目及び一部の学科科目のように前期

又は後期の半年間で開講する科目（半期制科目）と 1 年間開講する科目（通年科目）があ

り、また、通常の時間割に掲げられた科目のほか、専任教員が不在の時又は欠員になった

とき、その他特別な事情によって、夏季又は冬季休業中数日を利用する集中講義を実施す

る場合があります。

科目ごとの授業内容や成績評価の方法等については学務情報システム（キャンパススク

エア）内のシラバスで確認することができます。

シラバスについて

シラバスは学生の履修科目選択・履修計画・科目履修にあたっての事前準備等に役立て

るために作成しており、今年度開講する全ての科目を掲載しています。

なお、授業の実施にあたっては一部内容を変更して実施することがあります。その場合、

掲示等により通知しますので注意してください。

（シラバスの提供方法）

学務情報システム（キャンパススクエア）のシラバスシステムで検索することを基本と

します。

授業科目の履修について

①開講される授業科目のうち、履修を必要とするもの又は希望するものについて、それ

ぞれの履修計画に基づき、履修登録期間内に、学務情報システム（キャンパススクエア）

で履修登録を行ってください。履修登録後は、プリントアウトをし、履修確認を必ず行

ってください。もし、履修登録をしなかったり、間違った履修登録をすると、授業に出

席しても単位は認定されませんので注意してください。

②科目の履修は、各人の属する年次に配当された科目とし、高年次配当の科目の履修（上

位履修）は認められません。本学の授業は、学年の年次を基準として計画し編成されて

いますから、低年次の科目を後で履修しなければならないような事態が生じると、必ず

その後の履修計画に支障を来すことになります。学年ごとの配当科目を確実に履修し、

単位を修得するよう注意してください。

科目は、それぞれ配当年次が定められていますが、種々の事情により、年度により配当

年次が変更になることがありますので、十分に留意してください。

③履修の登録をしなかった科目は、もちろん受講や受験はできません。たとえ受講、受

験しても無効となり、単位は修得できません。



④いったん履修登録を行い、承認を受けた科目は、その変更を認めません。

また、一度単位を修得した科目は、再度履修することができません。

⑤履修制限について

教室等の収容人数を超える履修者がいる場合には、授業担当教員が当該授業科目の履修

者数について制限することがあります。

⑥研究指導の履修等

研究指導は、昼間コース及び夜間主コースともに原則として必修科目となります。

研究指導を履修しようとする者は、担当教員の承認を得るとともに３年次及び４年次に

わたり４学期を履修しなければなりません。

また、研究指導を履修しないこととなる学生（ノンゼミ）は、昼間コースは自学科の

学科科目のうちから１２単位を、夜間主コースは学科科目のうちから８単位を別に履修

しなければなりません。

履修登録上限制（キャップ制）について

本学では、１年間に履修登録できる単位数に上限を設けています。

したがって、履修登録にあたっては上記「授業科目の履修について」を遵守し、授業科

目の配当基準年次に従って履修計画を立てなければなりません。

なお、キャップ制の取り扱いは次のとおりですので、留意してください。

①１年間に履修できる単位数の上限は、４０単位までです。

②当該年度に「不可」となった授業科目（成績が０点となった授業科目を除く。）がある場合、

翌年度に限り、４０単位を超えて履修できます。

③４０単位を超えて履修できる単位数は、「不可」となった授業科目に相当する単位数とし、

８単位を限度として履修できます。

④研究指導の履修登録は、４年次において夜間主コースの学生は８単位を、上限の４０単位

に含めて行います。

次の科目は履修登録の上限に含めません。

【平成２４年度以降入学生】

①教職共通科目

②自由科目のうち，卒業所要単位として算入されない科目。

③学則にもとづいて留学し、留学先大学等で修得した単位で本学の単位として認定さ

れたもの。

④大学以外の教育施設等における学修で本学の単位として認定されたもの。（履修中

の科目を除く）

⑤「インターンシップ」、「地域連携キャリア開発」

⑥国際交流科目



【平成２３年度以前入学生】

①教職共通科目は、卒業所要単位として算入される科目のほかは、上限の４０単位を

超えて履修登録できます。

②学則にもとづいて留学し、留学先大学等で修得した単位で本学の単位として認定さ

れたもの。

③大学以外の教育施設等における学修で本学の単位として認定されたもの。（履修中

の科目を除く）

④「インターンシップ」、「地域連携キャリア開発」

⑤国際交流科目

授業への出席について

履修登録をして承認を受けた科目については、当該授業に出席しなくてはなりません。

出席が少ない場合は、受験を認められなかったり、単位認定上不利な扱いになる場合があ

りますから、極力欠席しないように注意してください。

しかし、病気、けが、事故等やむを得ない事情によって欠席しなければならない場合は、

必ず、「欠席届」を提出してください。なお、「欠席届」の取扱いについては担当教員に

一任されています。

※インフルエンザ、麻疹等、学校保険法に基づく出席停止措置が必要な疾患に罹患した際

には保健管理センター等で必要な手続きをしてください。必要な手続きを行った場合公欠

扱いとなります。

昼間コース科目の履修について

夜間主コースの学生は、昼間コースの共通科目、学科科目（研究指導を除く）を６０単位まで

履修できます。ただし、教職共通科目については、これを超えて履修することができます。

ただし、昼間、夜間主同時に開講している科目は履修できません。

なお、企業法学科と社会情報学科では、昼間コースの科目を履修するにあたって、次の

ような例外的措置を取りますので、注意してください。

その他、科目によっては、履修制限をしている科目がありますので、各科目のシラバス

の履修上の注意事項に留意してください。

●企業法学科

①企業法学科科目では、昼・夜間主コースで同一科目が同一年度に開講されていた場合、

次のようなケースで昼間コース科目の履修を認めます。

履修を認めるケース：昼間コースの科目が４単位、夜間主コースの科目が２単位で開講され

ている場合（例えば昼間コース「経済法」が４単位、夜間主コース「経済法」が２単位

で開講されていた場合、昼間コース「経済法」４単位の履修を認めます。）

履修を認めないケース：昼夜間主コースで単位数が同じ場合（例えば昼間コース「法学」

が２単位、夜間主コース「法学」が２単位で開講されていた場合、昼間コース「法学」

の履修は認めません。夜間主コースの「法学」を履修してください。）



②企業法学科の科目で、次の科目については、科目名が違っていても同一科目とみなしま

すので、昼夜同時開講している場合は、夜間主コースの科目のほうを履修してください。

たとえば、刑法（夜）が開講されれば、刑法Ⅰ（昼）は履修できないということです。

（夜間主コースで非開講ならば昼間コースでの履修は可能です。）

・「刑法」（夜）と「刑法Ⅰ」（昼）は同一科目とみなす。

・「憲法Ⅰ」（夜）と「憲法・基礎Ⅰ」（昼）は同一科目とみなす。

・「民法Ⅰ」（夜）と「民法・基礎Ⅰ」（昼）、「民法・基礎Ⅱ」（昼）は同一科目とみなす。

●社会情報学科

①社会情報学科の科目で、次の科目については、科目名が違っていても同一科目とみなし

ますので、昼夜同時開講している場合は、夜間主コースの科目のほうを履修してくださ

い。たとえば、計画数学（夜）が開講されれば、計画数学Ⅰ、Ⅱ（昼）は履修できない

ということです。（夜間主コースで非開講ならば昼間コースでの履修は可能です。）

・「計画数学」（夜）と「計画数学Ⅰ」（昼）、「計画数学Ⅱ」（昼）は同一科目とみなす。

・「社会情報入門」（夜）と「社会情報入門Ⅰ」（昼）、「社会情報入門Ⅱ」（昼）は同一科目とみな

す。

②次の社会情報学科科目は、夜間主コースと昼間コースとで配当年次が異なります。

科目名
配当年次

夜間主コース 昼間コース

オペレーションズ・リサーチ Ⅲ・Ⅳ Ⅱ

プロジェクトマネジメント基礎 Ⅲ・Ⅳ Ⅱ

情報処理 Ⅲ・Ⅳ Ⅱ

情報処理基礎 Ⅱ Ⅰ・Ⅱ

これらの科目を、昼間コースで履修する場合は、夜間主コースにおけるその科目の配当

年次に従ってください。（もちろん、昼間・夜間主同時に開講されている場合は履修でき

ません。）たとえば、昼間コースの「情報処理」の場合、その配当年次はⅡですが、夜間

主コースの同科目の配当年次はⅢ・Ⅳとなっています。したがって、これを履修できるの

は３、４年次生のみで、２年次生は履修できません。



（１）共通科目の履修方法

共通科目の卒業所要単位は５２単位です。そのうち、基礎科目（知の基礎を除く）から

は２０単位以上、外国語科目からは１２単位以上を修得していなければなりません。残り

の２０単位は共通科目のどの授業科目で単位を修得してもかまいません（詳細は「２－３

卒業に必要な単位数」）。

基礎科目２０単位以上、外国語科目１２単位以上には、それぞれ、さらに細かい規則が

あります。以下のとおりです。

「基礎科目」の履修方法

基礎科目の場合は、「知の基礎」系から６単位以上、「人間と文化」、「社会と人間」、「自

然と環境」系から、それぞれ４単位以上、「健康科学」系から２単位以上を、さらに「知

の基礎」系を除いた４系合計で２０単位以上を修得しなければなりません。

知の基礎 ６単位以上

人間と文化 ４単位以上

社会と人間 ４単位以上

２０単位以上

自然と環境 ４単位以上

健康科学 ２単位以上

配当年次に従って規則正しく履修してください。配当年次に単位を修得しておかなけれ

ば、翌年度以降に履修を希望しても、学科科目と時間が重なったりして履修できない場合

も生じます。

◎「基礎ゼミナール」の履修方法

この科目については、他の一般的な科目と異なり、少人数教育（１クラス１５名程度）

を行うため、希望者が多い場合は、履修を希望しても認められないことがあります。

基礎ゼミナールの所属の決定（どの教員の基礎ゼミナールに所属するかの決定）は、以

下の日程に従って行われるので十分注意してください。

（１）オリエンテーション：４月８日（水）

※オリエンテーションの日時・教室は掲示により通知します。

（２）第一次選考期間：４月９日（木）～４月１０日（金）

①この期間中に、第一志望の申し込みを行う者を対象に選考するので、対象となる者



は、基礎ゼミナール所属希望調書（以下「希望調書」という）を必ず持参し、各教

員の指示（掲示）に従って面接等を受けてください。各教員は、面接の結果に基づ

き、希望調書の教員記入欄に署名又は捺印し、所属決定者の場合は希望調書を回収

し、所属できない場合は当該学生に希望調書を返却します。

②各教員による第一次選考で所属の結果に基づき、決定者を掲示により発表します。

また、第二次募集の有無、受け入れ予定人数を発表します。

（３）第二次募集・第二次選考：４月１３日（月）～４月１５日（水）

①第一次選考で所属が決まらなかった者は、希望調書を必ず持参し、各教員の指示（掲

示）に従って面接等を受けてください。各教員は、面接の結果に基づき、希望調書

の教員記入欄に署名又は捺印し、所属決定者の場合は希望調書を回収します。

②各教員による第二次選考の結果に基づき、決定者を掲示により発表します。

基礎ゼミナールの所属が決定した者は、４月１３日（月）～４月１７日（金）まで

の履修登録期間中に結果を登録してください。


